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【ヒント】消防法における危険物規制の現状で、難しい問
題の一つが質問のようなケースではないかと思います。つ
まり、消防法第10条第１項では、製造所、貯蔵所及び取
扱所以外の場所で指定数量以上の危険物を貯蔵又は取扱っ
てはならないとし、ここでの製造所、貯蔵所及び取扱所は、
許可を受けた製造所等でなければならないと明確に規定し
ていません。そして、次の同法第11条第１項に移って初め
て製造所、貯蔵所及び取扱所は許可を受けなければならな
いとしているのです。しかも、この消防法第11条第１項違
反には罰則規定が用意されていることから考えますと、消
防法には許可を受けた製造所等と許可を受けていない製造
所等の両方が存在するように規定の体裁から理解すること
ができるところです。この点で、消防法第10条第１項が許
可を受けた製造所等以外の場所で指定数量以上の危険物の
貯蔵又は取扱いを禁止している規定だとは、断定的に理解
し難いところがあるように見えてくることになります。質
問の趣旨は、まさに以上のような観点からの疑問によるの
ではないでしょうか。
　仮に、消防法第10条第１項の製造所等の意味を必ずしも
許可を受けた施設に限定されないとの立場を貫くと、質問
にあるような技術上の基準に適合した製造所等が無許可で
設置され、現にそこで指定数量以上の危険物が貯蔵されて
いるとすれば、この場合は消防法第11条第１項の違反のみ
が成立し、消防法第10条第１項違反は成立しないというこ
とになります。

　ところで、危険物規制の根幹に関わりますが、一般的に、
消防法は危険物製造所等の位置、構造及び設備のハード面
に着目して許可制に服させようとしているように理解され
ているむきがありますし、危険物の貯蔵、取扱いといった
ソフト面については、許可とは無関係なように思われてい
るふしがあります。しかし、危険物の許可要件を見て自ず
と理解できるように、そこには危険物製造所等の位置、構
造及び設備の安全性と、危険物の貯蔵、取扱いの安全性の
両方を審査して許可を行うことにされていることから、基
本的に消防法第10条第１項の趣旨は、あくまで指定数量
以上の危険物の貯蔵又は取扱いは、位置、構造及び設備の
安全性と貯蔵、取扱いの安全性が共に担保された危険物製
造所等で行わせることを意図した規定であると解さなけれ
ばなりません。こうしたことでは、指定数量以上の危険物
の貯蔵、取扱いについても、製造所等の設置と同じように
許可を受けて初めて行えるものと理解する必要があります。
したがって、上記のように解される結果、消防法第10条第
１項に規定されている製造所、貯蔵所及び取扱所というの
は、許可を受けているものに限られるということになりま
す。
　要するに、いくら位置、構造及び設備が技術上の基準に
適合していたとしても、そもそも許可を得て安全性が確認
されていない製造所等においては指定数量以上の危険物の
貯蔵又は取扱いを行うことを消防法第10条第１項は許容し
ていないものと理解しなければなりません。

【ヒント】危険物製造所等を無許可で設置したことは消防
法第11条第１項に違反することは明らかです。また、無許
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《Ｑ94》その位置、構造及び設備が技術上の基準
に適合している危険物製造所等で、未だに許可を

受けられておらず現に指定数量以上の危険物が貯

蔵されていた場合、これは消防法第10条第１項

に違反するのでしょうか。

《北海道Ａ市消防本部　予防指導課　Ｋ・Ｓさん》

消防法第10条第１項に規定される
危険物製造所等とは、同法第11条
第１項の規定に基づき設置許可を受
けているものに限られる。

《Ｑ95》無許可で危険物製造所等を設置し、そこ
に指定数量以上の危険物を貯蔵していた場合、ど

のような違反が生じますか。

《北海道Ａ市消防本部　予防指導課　Ｋ・Ｓさん》

消防法第10条第１項と同法第11
条第１項の違反の両方が成立する。
処罰は併合罪として処理される。

堀田
タイプライターテキスト
近代消防のページへ

http://www.ff-inc.co.jp/sub1.htm


2’13. 05 THE FIREFIGHTER

可の製造所等で現に指定数量以上の危険物を貯蔵している
ことは、消防法第10条第１項に違反します。しかし、ここ
で注意する必要があるのは、「製造所等を無許可で設置し
た」という状態がどういう状態を指すのかということを考
えなければなりません。例えば、下にブロックを敷き、そ
の上にタンクを置いただけの状態で指定数量以上の危険物
を貯蔵している場合、到底、製造所等を設置して違反貯蔵
を行っているとは言えません。
　実務では、製造所等を設置しているか否かの判断に迷う
微妙なケースもあるでしょうから、ここらあたりの考え方
もしっかり組み立てておくことが重要です。
　また、消防実務では、消防法第10条第１項違反と同法第
11条第１項違反の両方が成立するときには法条競合によっ
て消防法第10条第１項違反のみが処罰対象になるとされて
きています。つまり、消防法第11条第１項は、「許可
を受けないで施設を設けること」にあり、他方、消防法第
10条は、「許可を受けないで設けられた施設において、指
定数量以上の危険物を貯蔵・取扱うこと」であることから、
同法第11条第１項の構成要件が第10条第１項の構成要件の
一要素としてこれに吸収されてしまうからだとされている
のです。
　しかし、両者の構成要件は吸収される関係にはありませ
んから、これまでの消防実務の考え方は誤っていると思わ
れます。要するに、消防法第10条第１項の規定は、指定数
量以上の危険物の貯蔵、取扱いは、十分安全性が確認され
ている製造所等で行わせようとの趣旨から、許可を受けた
製造所等以外の場所では当該指定数量以上の危険物の貯蔵、
取扱いを行ってはならないとするものです。
　他方、消防法第11条第１項は、製造所等の位置、構造等
が技術上の基準に適合し、かつ、危険物の貯蔵、取扱いの
安全性が確認された場所で危険物の貯蔵、取扱いを行わせ
るという趣旨に立って、製造所等を設置する前には許可を
受けることを義務付けるものです。したがって、両規定の
間には構成要件の重なりはありませんので、無許可で製造
所等を設置し、そこにおいて指定数量以上の危険物の貯蔵
をしていた場合には、消防法第10条第１項と同法第11条第
１項の両規定違反とし、両者は併合罪として処罰されるも
のと考えられるのです。

【ヒント】ごく一般的には、自己の行為が許されないもの
であることを知らなかったことについて相当な理由がある
場合には処罰されないものと考えられます。例えば、規制
行政庁の公式な指導や見解に従って行為したような場合は、
普通の常識を備えた人であれば、同じように行為者の立場
に立たされれば同じように自分の行為が許されたものと判
断するだろうと考えられますから、相当な理由があるとい
えます。
　しかし、消防法の逐条解説の様な立案者の解説書や、弁
護士、専門の学者等の意見に従ったという場合には、そ
もそも規制行政庁という立場ではなく、単に第三者として
各々の意見が述べられているに過ぎませんから、こうした
意見に従ったというだけでは相当な理由があったとはいえ
ません。
　また、下級審判決で法令違反ではないとされた判決に従
ったというような場合はどうかというと、下級審判決は後
に上訴され覆される可能性が高いことから、最高裁判決に
従ったという以外は、相当な理由があったとは言えないよ
うに考えられます。

《Ｑ97》先般、共同防火管理に係る消防法の一部
改正が行われ、統括防火管理者の位置付けが強化

されたところですが、現実にこの統括防火管理者

が防火管理業務を懈怠し、各テナントの防火管理

者に必要な指示を行って防火管理業務を行ってい

ないときには、全てのテナントの管理権原者が改

正後の消防法第８条の２第６項の命令の名宛人に

なるのでしょうか。また、統括防火管理者の指示

を無視して防火管理業務を怠る防火管理者には、

どんな消防法令違反が生じ、これに対してどの様

な措置をとることができるのでしょうか。

《長崎県Ｋ町消防本部　予防課　Ｋ・Ｈさん》

《Ｑ96》消防法令違反を告発する場合、基本的に
故意犯処罰が原則ですが、例えば、市販の解説書

やあるいは弁護士の意見等に従って行為を行った

というときには、故意犯を免れるのでしょうか。

《千葉県Ｎ市消防本部　Ｋ消防署　Ｈ・Ｓさん》

一般的に、市販の解説書や、弁護士、
専門の学者の意見に従った場合など
においては故意犯を免れない。

基本的に統括防火管理者の選任協議
に当った全ての管理権原者が名宛人
になる。また、統括防火管理者の指
示に従わないテナントの防火管理者

については、結果的に統括防火管理者の管理業務を妨
げることになるため、改正消防法第８条の２第６項の
措置命令や同法第５条の２の使用停止命令を管理権原
者が受けることになる。なお、指示に従わないような
防火管理者の処遇に対しては結果的に統括防火管理者




